
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
号

電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
施
行
令

内
閣
は
、
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
、
第
五
条
第

二
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

（
質
権
者
の
範
囲
）

第
一
条
　
電
話
加
入
権
質
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関

は
、
銀
行
（
日
本
銀
行
を
除
く
。
）
及
び
労
働
金
庫
と

す
る
。

（
電
話
加
入
権
質
原
簿
）

第
二
条
　
電
話
加
入
権
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務
を
取

り
扱
う
電
話
取
扱
局
に
、
法
第
五
条
第
一
項
の
原
簿
と

し
て
電
話
加
入
権
質
原
簿
を
備
え
る
。

２
　
電
話
加
入
権
質
原
簿
は
、
登
録
の
請
求
書
を
つ
づ
つ

て
調
製
し
、
つ
づ
つ
た
請
求
書
を
登
録
用
紙
と
す
る
。

（
質
権
の
登
録
）

第
三
条
　
電
話
加
入
権
質
原
簿
へ
の
登
録
は
、
電
話
加
入

権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
又
は
消

滅
に
つ
い
て
行
う
。

（
管
轄
電
話
取
扱
局
）

第
四
条
　
電
話
加
入
権
質
原
簿
へ
の
登
録
に
関
す
る
事
務

は
、
当
該
電
話
加
入
権
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務
を

取
り
扱
う
電
話
取
扱
局
が
取
り
扱
う
。

（
登
録
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条
　
登
録
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
電
話
加
入
権
に
係
る
電
話
の
電
話
番
号

二
　
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
登
録
の
原
因
及
び
そ
の
日
附

四
　
登
録
の
目
的

２
　
前
項
の
請
求
書
が
質
権
の
設
定
の
登
録
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
債
権
の
額
（
質
権
が
一
定
の
金
額
を
目
的
と
し
な

い
債
権
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限

度
額
）

二
　
登
録
の
原
因
に
弁
済
期
、
利
息
、
違
約
金
又
は
賠

償
額
そ
の
他
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定

三
　
質
権
設
定
者
が
債
務
者
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
債

務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
登
録
の
方
法
）

第
六
条
　
登
録
は
、
電
話
加
入
権
質
原
簿
に
登
録
請
求
書

を
つ
づ
り
、
こ
れ
に
登
録
を
証
す
る
印
を
押
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

（
電
話
加
入
権
質
原
簿
の
閲
覧
）

第
七
条
　
利
害
関
係
人
は
、
電
話
加
入
権
質
原
簿
の
利
害

関
係
の
あ
る
部
分
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
総
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
法
及
び
こ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電

話
加
入
権
質
原
簿
及
び
そ
の
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事

項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
政
令
第
三

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
政
令
第
三

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


